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手順１

•おくやみ手続チェックリスト(P.1～5)の該当する
手続にチェック

手順２

•手順１でチェックされた手続について詳細ページ
(P.6～20)をご確認後、該当する担当課で手続

手順３

•市役所以外での主な手続について詳細ページ(P.21
～22)をご確認後、該当する項目について手続



おくやみ手続チェックリスト

市役所でのお手続をする際に事前にご確認ください。

該当 亡くなられた方の情報 手続内容
手続詳細
ページ

はい いいえ

□ □

はい いいえ

□ □

はい いいえ

□ □

はい いいえ

□ □

世帯主の変更 ６C

福祉医療（老人・
障害・ひとり親)、
子育て支援医療、
重度心身障害老
人健康管理事業

７C
７D

ご加入状況などに
より手続が異なり
ます。まずは年金
医療課にお問合
せください。

８と９

チェック

介
護
保
険

６５歳以上ですか、又は６４歳以下で要
介護（要支援）の認定を受けていまし
たか

被保険者証の返
却、資格喪失届、
相続人届、高額介
護サービス費等の
支給

１０A

シルバーホン・認知症高齢者等安心見
守りGPS貸与等高齢者福祉施策を利
用されていましたか

廃止手続
（機器等の貸与が
あるものは返却）

１０B長
寿

生
き
が
い

年
金

国民年金を受給又は加入されていまし
たか

はい いいえ

□ □

はい いいえ

□ □

資格喪失の届出
等

葬祭費の支給

７A
７５歳以上の方ですか
後期高齢者医療に加入されていました
か

健
康
保
険
等

７４歳以下の方ですか
国民健康保険の資格確認書又は資格
情報のお知らせをお持ちでしたか

亡くなられた方の
国民健康保険から
抜ける届出

６A

福祉医療費受給者証、子育て支援医
療費受給者証又は重度心身障害老人
健康管理事業対象者証をお持ちでし
たか

６B

７B

葬祭費の支給

手順１
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該当 亡くなられた方の情報 手続内容
手続詳細
ページ

チェック

はい いいえ

□ □

はい いいえ

□ □

はい いいえ

□ □

はい いいえ

□ □

はい いいえ

□ □

はい いいえ

□ □

はい いいえ

□ □

はい いいえ

□ □

はい いいえ

□ □

はい いいえ

□ □

はい いいえ

□ □

はい いいえ

□ □

１３B

NHK放送受信料
免除 １２F

住
民
票

３人以上（いずれも１５歳以上）の世帯
でしたか

世帯主変更 １１A

特別障害者手当・障害児福祉手当・経
過的福祉手当を受給していましたか。
又は支給停止となっていましたか

死亡届、未払手当
の請求（対象者の
み）

障害福祉サービス・自立支援医療（更
生医療・精神通院・育成医療）受給者
証をお持ちでしたか

受給者証の返却

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害
者保健福祉手帳をお持ちでしたか

手帳の返却 １２A

１２C

特別児童扶養手当を受給していました
か。又は支給停止となっていましたか

障害者扶養共済
制度

特別永住者証明書・在留カードをお持
ちでしたか

返却 １１B

障
害
福
祉

資格喪失届、未払
手当の請求（対象
者のみ）

１２B

個人市・府民税が課税されていました
か

相続人代表者の
指定

税
金

１３A原動機付自転車又は小型特殊自動車
を所有していましたか

１２E

障害者手帳をお持ちの方でNHK放送
受信料が免除されていましたか

土地・家屋を所有していましたか(登
記・未登記に関わりません）

１３C
１３D

口座から市税を引き落としていました
か

口座振替の停止 １４A

１２D

廃車、名義変更届

現所有（代表）者
の届等

障害者扶養共済制度に加入されてい
ましたか
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該当 亡くなられた方の情報 手続内容
手続詳細
ページ

チェック

はい いいえ

□ □

はい いいえ

□ □

はい いいえ

□ □

はい いいえ

□ □

いいえ

□ □
はい

子
育
て

いいえ

□□

１６D

１７B
１７C

児童手当に関する
手続

児童手当の未払
金の請求 １６B

ひとり親家庭奨学金の支給を受けてい
ましたか

ひとり親家庭奨学
金の支給決定変
更

１６F

子どもが育成学級に入っていますか
育成学級（学童保
育）の変更届 １６G

はい

１６A

保護者の変更

１５A

児童手当の受給
者変更（新規認定
の申請）

１６C

児童手当を受給していましたか

児童扶養手当を受給していましたか

納付方法の変更

小中学生・幼稚園・保育所・認定こども
園等に通うお子様の保護者でしたか

児童扶養手当の
未払金の請求 １６E

１５B

交通事故で亡くなられた方が義務教育
終了前の子どもの保護者でしたか

国際ソロプチミスト
宇治交通遺児奨
学資金等の申請

１７A

水
道

１５C上水道・下水道の
使用中止

はい いいえ

□□

児童扶養手当に
関する手続

上水道・下水道を使用されていました
か

上水道・下水道の
名義変更

3



該当 亡くなられた方の情報 手続内容
手続詳細
ページ

チェック

はい いいえ

□ □

はい いいえ

□ □

はい いいえ

□ □

はい いいえ

□ □

はい いいえ

□ □

はい いいえ

□ □

はい いいえ

□ □

はい いいえ

□ □

はい いいえ

□ □

はい いいえ

□ □

そ
の
他

１８C

１７E市営住宅入居者
に関する手続

世帯主の変更又
は廃止 １８Bし尿収集の名義人でしたか

農地法第3条の3
届出 １９B

森林をお持ちでしたか
森林所有者変更
の届出

農地をお持ちでしたか

天ケ瀬墓地公園のお墓の使用者でし
たか １８F

返却 １８A

天ケ瀬墓地公園
の名義変更(承継）
手続

ふれあい収集（ごみ収集福祉サービ
ス）を利用されていましたか

利用者の変更又
は廃止

マイナンバーカード・マイナンバーの通
知カードをお持ちでしたか

１８E

はい いいえ

□ □

生産緑地所有者
変更の届出 １９C

生産緑地の買取
申出（行為制限解
除）

１９D

生産緑地をお持ちでしたか

浄化槽の管理者でしたか
浄化槽の管理者
変更手続 １８D

犬の所有者でしたか
犬の所有者の変
更届

市営住宅の入居者でしたか

空き家の活用・管
理に関する相談 １７D

１９A

住
ま
い

空き家をお持ちでしたか。又は居住者
が亡くなられて空き家になりましたか
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該当 亡くなられた方の情報 手続内容
手続詳細
ページ

チェック

はい いいえ

□ □

そ
の
他

宇治市の図書貸出券や電子図書貸出
券をお持ちでしたか

返却 ２０A
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市役所での手続

国民健康保険課（本庁舎　１階：窓口番号　⑥）　☎　０７７４－２０－８７２９

該当 期限 完了日


□ 亡くなられた方の
資格確認書


□ 亡くなられた方の高
齢受給者証（70歳
以上の方）


□ 来られる方の本人
確認書類(マイナン
バーカード、運転免
許証等）


□ 会葬礼状や葬儀の
領収書


□ 来られる方の本人
確認書類(マイナン
バーカード、運転免
許証等）


□ 委任状（喪主以外
の方が申請に来ら
れる場合）

□ 亡くなられた方の
資格確認書


□ 高齢受給者証（70
歳以上の方）


□ 来られる方の本人
確認書類(マイナン
バーカード、運転免
許証等）

□ 口座番号のわかる
もの

□ 銀行印

14日以内 /

《口座振替を希望される
場合》

※京都銀行・京都信用金
庫・京都中央信用金庫・
ゆうちょ銀行・JA京都やま
しろの口座からの引落し
をご利用される場合、
キャッシュカードのみで口
座登録が可能です（専用
端末で暗証番号の入力が
必要です）。

手続 対象者

世帯主の変更

世帯主が亡くなられて、
残られた世帯員が国民
健康保険に加入されて
いる場合

持ち物

A 亡くなられた方の国民健康保
険から抜ける届出

国民健康保険の被保
険者が亡くなられた場
合

C

B 葬祭費の支給
国民健康保険の被保
険者が亡くなられた場
合

14日以内 /

葬儀の翌
日から2年
以内

/

手順２
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年金医療課（本庁舎　２階）　後期高齢者医療係　☎　０７７４－２１－０４１３

該当 期限 完了日


□ 【返却】亡くなられた
方の資格確認書等


□ 会葬礼状等の喪主
の氏名が明記され
ている書類


□ 来られる方の本人
確認書類(マイナン
バーカード、運転免
許証等）


□ 喪主名義の振込口
座がわかるもの

□ 委任状（喪主以外
の方が申請に来ら
れる場合）

年金医療課（本庁舎　２階）　福祉医療係　☎　０７７４－２１－０４１３

該当 期限 完了日

□ 健康保険情報を確
認できる書類（対象
の方全員）


□ ひとり親家庭である
ことが確認できるも
の

/

・福祉医療（老人・障害・ひと
り親）

・子育て支援医療

・重度心身障害老人健康管
理事業

/葬祭費の支給
後期高齢者医療制度
の被保険者が亡くなら
れた場合

葬儀の翌
日から2年
以内

D 福祉医療（ひとり親）

ひとり親家庭（年度末年
齢が18歳までのお子様
と親）の世帯になられた
場合

速やかに

B

A 資格喪失の届出等
後期高齢者医療制度
の被保険者が亡くなら
れた場合

手続 対象者 持ち物

各制度の受給者が
亡くなられた場合


□

14日以内

【返却】亡くなられた
方の受給者証等

相続人の本人確認
書類（マイナンバー
カード、運転免許証
等）


□

手続 対象者 持ち物

14日以内C

/

※詳しくは、福祉医療
係までお問合せくださ
い。

/
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年金医療課（本庁舎　２階）　国民年金係　☎　０７７４－２０－８７９２

該当 期限 完了日


□ 来られる方の本人
確認書類（マイナン
バーカード、運転免
許証等）


□ 請求者のマイナン
バーがわかるもの


□ 請求者の預金通帳


□ 戸籍に関する書類
（請求者によって必要
なものが変わります
ので、国民年金係で
ご確認ください。）


□ 亡くなられた方の年
金証書


□ 死亡診断書の写し


□ その他（状況によっ
て別途必要なものが
ありますので、国民
年金係でご確認くだ
さい。）


□ 委任状（代理人が手
続きするとき。所定の
用紙があります。）

手続 対象者

亡くなられた方の基
礎年金番号又はマ
イナンバーのわか
るもの

１４日以
内。
請求にか
かる手続
は５年以
内

□

□ 未支給年金

老齢基礎/障害基
礎/遺族基礎/寡婦
年金のみを受給さ
れている方が亡くな
られた場合

/

/

年
金
受
給
者


□

請求先は、年金事務所
又は共済組合になりま
す。

※ご不明な点は、国民年
金係でご確認ください。

※　ご不明な点は、国民
年金係でご確認ください。

・未支給年金

・遺族厚生年金

老齢（基礎・厚生）
年金/共済年金/障
害厚生年金/遺族
厚生年金を受給さ
れている方が亡くな
られた場合

持ち物

年金医療課 国民年金係のお手続については、

９ページヘ続きます。次のページをご覧ください。
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該当 期限 完了日


□ 来られる方の本人
確認書類（マイナン
バーカード、運転免
許証等）


□ 請求者のマイナン
バーがわかるもの


□ 請求者の預金通帳


□ 戸籍に関する書類
（状況によって必要な
ものが変わりますの
で、国民年金係でご
確認ください。）


□ 亡くなられた方の年
金手帳


□ 死亡届診断書の写
し


□ その他（状況によっ
て別途必要なものが
ありますので、国民
年金係でご確認くだ
さい。）


□ 委任状（代理人が手
続きするとき。所定の
用紙があります。）

※ ご不明な点は、国民
年金係でご確認くださ
い。


□ 亡くなられた方の基
礎年金番号又はマ
イナンバーのわか
るもの


□ 来られる方の本人
確認書類（マイナン
バーカード、運転免
許証等）

※３号被保険者：厚生年金等に加入している方に扶養されている２０～６０歳未満の配偶者

手続

遺族基礎年金

※受給については、保険料の納
付要件があります。

持ち物

被
保
険
者

□ 種別変更届
３号被保険者（※）
の配偶者が亡くな
られた場合

/

対象者

14日以内 /

国民年金に加入中
で18歳未満のお子
様がいる方が亡く
なられた場合


□ 亡くなられた方の基
礎年金番号又はマ
イナンバーのわか
るもの

１４日以
内。
請求にか
かる手続
【遺族基
礎は支給
事由発生
から５年
以内/死
亡一時金
は死亡の
翌日から
２年以内/
寡婦年金
は死亡の
翌日から
５年以内】

□

・死亡一時金
・寡婦年金

※受給については、保険料の納
付要件があります。

国民年金に加入さ
れている方が、年
金を受け取られる
前に亡くなられた場
合

□
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介護保険課（本庁舎　１階：窓口番号　①）　☎　０７７４－２０－８７３１（内線２３４６）

該当 期限 完了日


□ 【返却】介護保険被
保険者証


□ 来られる方の本人
確認書類（マイナン
バーカード、運転免
許証等）


□ 【返却】介護保険負
担割合証等


□ 代表相続人の金融
機関の口座番号等
がわかるもの

　

長寿生きがい課(本庁舎　1階：窓口番号　④)　☎　０７７４－２２－３１４１（内線２３４７・２３４８）

該当 期限 完了日

B 速やかに /

A

高齢者を対象とした各事業

各事業の利用者又は
対象者（シルバーホン・
福祉電話・紙おむつ等
給付・認知症高齢者等
安心見守りGPS貸与・
老人園芸ひろば・高齢
者アカデミー等）が亡く
なられた場合

※詳しくは、長寿生きが
い課までお問合せくださ
い。

/

手続 対象者 持ち物

介護保険
介護保険の被保険者
が亡くなられた場合

《高額介護サービス費
を受給していた方》

《認定をお持ちの方》

手続 対象者 持ち物

速やかに
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市民課（本庁舎　１階：窓口番号　⑧）　☎　０７７４－２０－８７２２

該当 期限 完了日


□ 届出人の本人確認
書類 （マイナン
バーカード、 運転
免許証等)

□ 委任状
(別世帯の方が届
出を行う場合のみ)

B 速やかに /

/

亡くなられた方が左記
のカードをお持ちの場
合

・特別永住者証明書

・在留カード

対象者

14日以内A

持ち物

世帯主の変更

世帯主がお亡くなりに
なり、世帯に残られる方
のうち、１５歳以上の方
がお二人以上おられる
場合

手続

・特別永住者証明書は
住居地を管轄する地方
出入国在留管理官署ま
で直接返納してください
（市民課でもお預かりで
きます）。

・在留カードは住居地を
管轄する地方出入国在
留管理官署まで直接返
納してください。
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障害福祉課（本庁舎　１階：窓口番号　⑪）　☎　０７７４－２１－０４１９

該当 期限 完了日

B 速やかに /

□ 未支払手当金請求
者の金融機関口座
番号のわかるもの
(対象者のみ）

E 速やかに /

・特別障害者手当

・障害児福祉手当

・経過的福祉手当

受給者が亡くなられた
場合

全額免除を受けて
いる方は同じ世帯
に障害者手帳（身
体・療育・精神）を
所持している方が
おられる場合は、障
害福祉課までお問
合せください。

障害者扶養共済制度

・加入者が亡くなられた
場合
・給付金受給者（障害
のある方）が亡くなられ
た場合
・給付金管理者が亡くな
られた場合

手続の内容により異な
りますので、障害福祉
課までお問合せくださ
い。


□

手続


□

/

対象者 持ち物

【返却】身体障害者
手帳、療育手帳、
精神障害者保健福
祉手帳

・受給者、配偶者又は
扶養義務者が亡くなら
れた場合

・対象児童が亡くなられ
た場合

手続の内容により異な
りますので、障害福祉
課までお問合せくださ
い。

・身体障害者手帳

・療育手帳

・精神障害者保健福祉手帳
 
　　　　　　　　　　　　の返却

D
障害福祉サービス・自立支援
医療（更生医療・精神通院・
育成医療）の受給者証の返
却

障害福祉サービス・自
立支援医療の受給者
が亡くなられた場合

速やかに

F NHK放送受信料免除

障害者手帳（身体、療
育、精神）の所持者で
全額免除・半額免除を
受けている世帯員が亡
くなられた場合

速やかに

A

特別児童扶養手当

/

/

/

速やかに

□ 受給者証

速やかに

C

障害者手帳（身体、療
育、精神）の所持者が
亡くなられた場合
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税務課(本庁舎　２階)　諸税証明係・個人住民税係　☎　０７７４－２０－８７１８

該当 期限 完了日


□ ナンバープレート


□ 来られる方の本人
確認書類 （マイナ
ンバーカード、 運転
免許証等)

B 速やかに /

C □ 納税通知書等 速やかに /

税務課(本庁舎　２階)　家屋係　☎　０７７４－２０－８７１９

該当 期限 完了日

D □ 納税通知書等 速やかに /

原付バイク、小型特殊自動車
の廃車・名義変更

特に必要ありません。相続人代表者指定届

１２５ｃｃ以下の原付バイ
ク、トラクターやフォーク
リフト等の小型特殊自
動車を所有していた方

速やかに /

手続 対象者 持ち物

固定資産現所有者申告書兼
相続人代表者指定届

固定資産税（土地・家
屋）の納税義務者が亡
くなられた場合（未登記
の家屋がある場合）

手続

市民税・府民税の納税
義務者が亡くなられた
場合

対象者

固定資産税（土地・家
屋）の納税義務者が亡
くなられた場合

未登記家屋の所有者変更届

持ち物

A
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税務課（本庁舎　２階）　総務収納係・納税管理係　☎　０７７４－２０－８７２０

該当 期限 完了日

□ 納税通知書等、通
知書番号がわかる
もの

□ 預貯金通帳

□ 通帳届出印


□ 届出人の本人確認
書類 （マイナン
バーカード、 運転
免許証等)


□ 新しく登録する口座
のキャッシュカード
（暗証番号の入力
が必要です）

※一部金融機関につい
ては、以下の書類等を
持参していただくことで
税務課窓口で口座振替
の登録が可能です。

市税等の口座振替の変更又
は廃止

手続 対象者 持ち物

※口座振替の停止は電
話でも可能

/

※詳しくは、税務課まで
お問合せください。

速やかに

《引落し口座を変更する
場合》

亡くなられた方の名義
で引落し口座を登録し
ている場合

A

（郵送でも届出は可能）
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営業課（本庁舎　２階）　☎　０７７４－２０－８７７５   

※集合住宅の場合は、まず管理会社等にご確認ください

該当 期限 完了日

A 速やかに /


□ 届出人の本人確認
書類 （マイナン
バーカード、 運転
免許証等)


□ 新しく登録する口座
のキャッシュカード
（暗証番号の入力
が必要です）

C 速やかに /上水道・下水道の使用中止

/

持ち物

《納付書から口座振替
に変更する場合、引落
し口座を変更する場合》

※金融機関での手続が
必要になりますが、一
部金融機関について
は、以下の書類等を持
参いただくことで営業課
窓口で口座振替の登録
が可能です。

対象者

上水道・下水道の名義
人が亡くなられ、使用を
中止される場合

特に必要ありません。
（電話でも届出は可能）

※詳しくは、営業課まで
お問合せください。

上水道・下水道の名義変更
上水道・下水道の名義
人が亡くなられて、引続
き使用される場合

特に必要ありません。
（電話でも届出は可能）

B

特に必要ありません。
（電話でも届出は可能）

納付方法の変更

名義人の死亡後も上水
道・下水道を引続き使
用される方で、納付方
法の変更を希望される
場合

《口座振替から納付書
に変更する場合》

速やかに

手続
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こども福祉課（本庁舎　２階）　☎　０７７４－２０－８７３３

該当 期限 完了日

A 速やかに /



□ 預金通帳等、支給
対象のうち、最も年
長の児童の振込口
座の情報がわかる
もの


□ マイナンバーカード
又はマイナンバー
のわかるもの


□ 本人確認書類（マイ
ナンバーカード、運
転免許証等）


□ 預金通帳等、振込
口座の情報がわか
るもの



□ 児童扶養手当証書



□ 預金通帳等、支給
対象のうち、最も年
長の児童の振込口
座の情報がわかる
もの

F □ 認印 速やかに /

G 速やかに /

児童手当の対象だった
児童が亡くなられた場
合

/

ひとり親家庭奨学金の支給
決定変更

ひとり親家庭奨学金の
対象だった児童が亡く
なられた場合

手続

速やかに
（2年が経
過すると、
時効によ
り受給資
格が消滅
します。）

児童手当の減額又は消滅の
届

特に必要ありません。

児童手当の受給者が
亡くなられ、配偶者等が
新たに児童を監護養育
することになられた場合
（公務員の方は、ご自
分の職場でお手続くだ
さい。）

児童手当の受給者変更
（新規認定の申請）

児童扶養手当受給者
の児童、配偶者又は扶
養義務者が亡くなられ
た場合

児童手当の受給者が
亡くなられた場合

E

対象者

児童手当の未払金の請求

児童扶養手当の支給に関す
る届

/

/

速やかに /

特に必要ありません。

持ち物

速やかに
（2年が経
過すると、
時効によ
り受給資
格が消滅
します。）

育成学級（学童保育）の変更
届

育成学級に入級する児
童と同居する方が亡く
なられた場合

児童扶養手当の受給
者が亡くなられた場合

15日以内
（遅れる
と、受給で
きない月
が発生す
る可能性
がありま
す。）

D

C

児童扶養手当の未払金の請
求

B
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交通政策課（本庁舎　４階）　☎　０７７４－２０－８７２７

該当 期限 完了日

A 速やかに /

保育支援課（本庁舎　２階）　☎　０７７４－２０－８７３２

該当 期限 完了日

B 速やかに /

学校教育課（本庁舎　６階）　☎　０７７４－２０－８７５７

該当 期限 完了日

C 速やかに /

住宅課（本庁舎　５階）　空き家対策係　☎　０７７４－２１－０４１８

該当 期限 完了日

D ありません /

住宅課（本庁舎　５階）　住宅係　☎　０７７４－２０－８７４０

該当 期限 完了日


□ 住民票の除票（死
亡届の写しでも可）

持ち物

保育所・認定こども園等の退
所届又は変更届

亡くなられた方が保育
所・認定こども園等にお
通いの場合又は保育
所・認定こども園等にお
通いのお子様と同居す
る方が亡くなられた場
合

特に必要ありません。

国際ソロプチミスト宇治交通
遺児奨学資金等の申請

交通事故で亡くなられ
た方に義務教育終了前
のお子様がおられる場
合

/

手続

持ち物

手続 対象者

保護者の変更

対象者

E 速やかに

亡くなられた方に小中
学生又は幼稚園にお通
いのお子様がおられる
場合

特に必要ありません。

対象者

手続に必要な書類等に
つきましては、交通政
策課までお問合せくだ
さい。

持ち物

手続 対象者

空き家の活用・管理に関する
相談

亡くなられた方が空き
家をお持ちだった又は
居住者が亡くなられて、
空き家になり管理方法
等でお困りの場合

特に必要ありません。

手続 持ち物

手続 対象者 持ち物

市営住宅入居者に関する手
続

市営住宅の入居者が
亡くなられた場合

※その他、世帯構成等
により手続が変わりま
すので、詳しくは住宅課
までお問合せください。
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マイナンバーカード専用窓口（本庁舎　１階：窓口番号　⑦）　☎　０７７４－２１－０４２８

該当 期限 完了日

A □ 各カード 速やかに /

まち美化推進課（西館　３階）　☎　０７７４－２０－８７６２

該当 期限 完了日

B □ 認印 速やかに /

C 速やかに /

環境企画課（西館　３階）　☎　０７７４－２０－８７２６

該当 期限 完了日

E
□ 犬の登録番号がわ

かるもの（犬鑑札
等）

30日以内 /

F 速やかに /

浄化槽の管理者変更手続
浄化槽をお使いの世帯
の方で、管理者が亡く
なられた場合

D

し尿収集の名義人が亡
くなられた場合

手続

天ケ瀬墓地公園にお墓
をお持ちの方が亡くなら
れた場合

利用者の変更又は廃止

ふれあい収集（ごみ収
集福祉サービス）の利
用者が亡くなられた場
合

世帯主の変更又は廃止

手続

手続 対象者

カードの返納

・マイナンバーカード
　(個人番号カード)

・マイナンバーの通知カード

亡くなられた方が左記
のカードをお持ちの場
合

※亡くなられた方の住
民票（除票）にマイナン
バーは記載できませ
ん。

必要な場合は各手続終
了後にご返納ください。

手続に必要な書類等に
つきましては、墓地公
園管理事務所（0774-
39-9205）又は環境企画
課までお問合せくださ
い。

30日以内 /

犬の所有者の変更届
犬の所有者が亡くなら
れて、所有者が変更に
なる場合

天ケ瀬墓地公園の名義変更
(承継）手続

対象者

持ち物

特に必要ありません。

持ち物

持ち物

特に必要ありません。

対象者
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農林茶業課（本庁舎　６階）　☎　０７７４－２０－８７２３

該当 期限 完了日

□ 届出書


□ 森林の土地の位置
を示す図面


□ その森林の登記事
項証明書又は遺産
分割協議書等

農業委員会事務局（本庁舎　８階）　☎　０７７４－２０－８７５４

該当 期限 完了日


□ 「土地の所在、相続
人、相続日」が分か
る書類（登記事項
証明書や遺産分割
協議書等）

※ 確認後にその場でお
返しします。

公園緑地課（本庁舎　4階）　☎　０７７４－２０－８７９５

該当 期限 完了日

A
前所有者
が亡くなら
れてから
90日以内

B
農地法第3条の3届出

※所在地の市町村農業委員
会へ

農地を相続された方

森林所有者変更の届出

※所在地の市町村役場へ

森林所有者が亡くなら
れて所有者が変更にな
る場合

/

手続 対象者 持ち物

相続人確
定後 /

手続 対象者 持ち物

手続 対象者 持ち物

C 生産緑地所有者変更の届出
生産緑地を相続された
方

相続登記
完了後 /


□ 土地登記事項証明
書（相続登記済の
全部事項証明書に
限る、写し可）

D 生産緑地の買取申出（行為
制限解除）

主たる従事者が亡くな
られて、生産緑地の買
取申出（行為制限解
除）を希望する場合

原則、主
たる従事
者が亡く
なられて
から１年
以内

/


□ 手続に必要な書類
等につきましては、
公園緑地課までお
問合せください
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中央図書館　　　　　　　　　　　　　　　　　　　☎　０７７４－３９－９２５６

該当 期限 完了日


□ 亡くなられた方の貸
出券

※ 貸出中の資料等があ
れば一緒にお近くの
宇治市図書館（中央・
東宇治・西宇治のい
ずれか）にお返しくだ
さい

手続 対象者 持ち物

A
貸出券の返納
　・図書貸出券
　・電子図書貸出券

亡くなられた方が、左記
の貸出券をお持ちの場
合

速やかに /

市役所でのお手続は、これで以上になります。

市役所以外でのお手続については、

をご覧ください。
手順３
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市役所以外での主な手続

項目 主な手続 問い合わせ・手続先

生命保険等
死亡保険金の請求
名義変更等

加入している生命保険又は代理店

預貯金口座、株式
等

相続手続 銀行、証券会社等

クレジットカード 解約手続 各カード会社

国税関係
相続税手続
所得税等申告手続

宇治税務署
☎０７７４－４４－４１４１

不動産登記関係 所有権の移転登記等
京都地方法務局　宇治支局
☎０７７４－２４－４１２１
☎０７７４－２４－４１２２

賃貸住宅・借地・借
家

契約書の書換え・解
約等

各契約先

普通自動車、１２５
ccを超えるバイク

名義変更等
京都運輸支局(ヘルプデスク）
☎０５０－５５４０－２０６１

軽自動車（三・四輪
車）

名義変更等
軽自動車検査協会
京都事務所（コールセンター）
☎０５０－３８１６－１８４４

自動車保険（自賠
責・任意保険)

名義変更・解約等 契約している保険会社

市役所以外で必要になる主な手続です。
手続の方法や必要書類については、各契約会社等にお問合せいただき、速やかに
お手続ください。

□

該当

□

□

□

□

□

□

□

□

手順３
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項目 主な手続 問い合わせ・手続先

相続関係
遺言書の検認・開封
相続放棄の申立て

京都家庭裁判所
☎０７５－７２２－７２１１

固定・携帯電話 名義変更・解約等 各契約会社

インターネット 名義変更・解約等 各契約会社

NHK受信料 名義変更・解約等
NHKふれあいセンター
☎０１２０－１５１５１５

ガス料金 名義変更・使用中止 各契約会社

電気料金 名義変更・解約等 各契約会社

運転免許証 返納手続

京都府警察本部　運転免許試験課
☎０７５－６３１－５１８１
宇治警察署
☎０７７４－２１－０１１０

パスポート 返納手続

京都府旅券事務所
☎０７５－３５２－６６５５
山城広域振興局旅券窓口
☎０７７４－２４－５３６２

ケーブルテレビ会社 名義変更・解約等 各契約会社

□

□

□

□

該当

□

□

□

□

□
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市民課で発行する証明書について 
 
 
 

 

 

 

戸  籍  （戸籍・除籍・改製原戸籍・戸籍の附票） 

 

●請求先は本籍地の市区町村役場です。次の①

から③の方は広域交付を利用できます。（詳細

は次項） 

●請求できる方 

①本人 

②配偶者 

③直系尊属・卑属（子・孫・親・祖父母など） 

④相続人           

☑ ④の場合、相続人であることがわかる資料(戸籍や遺

言書など)が必要な場合があります。 

詳しくは請求先の市区町村役場にご確認ください。 

 

 

 

住民票・住民票の除票   

 

●請求先は住民登録地の市区町村役場です            

●請求できる方 

【住民票】：本人 または 同一世帯の方 

【除 票】：相続人（手続きをされる方） 

 

☑【除票】は資料や関係のわかる戸籍が必要です。 

詳しくは請求先の市区町村役場にご確認ください。           

 

 

印鑑登録証明書 
 

 ☑ 宇治市の印鑑登録証  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 請求できる方以外は ☑ 委任状が 

必要です。 
 

(！) 死亡届を提出されてから内容が戸籍に 

    反映されるまでには日数を要します。 

    詳しくは本籍地の市区町村役場にお問合 

せください。 

    また、住民登録地以外で死亡届を提出 

された場合は､住民票に反映されるまで 

に日数を要します。 
 

 

     郵送でも申請できます 
（印鑑証明書除く） 

 
※ 請求方法や必要書類は自治体に 

よって異なる場合があります。 

請求先の市区町村役場にご確認 

ください。 

 

スマホから申請できます 
マイナンバーカードをお持ちの方はスマー

トフォンから申請すると証明書が郵送で届

きます。 
詳しくはこちら・・・▼宇治市ホームページ 

                               
 

 

住民登録地の市区町村役場での発行となります。

証明書の発行の際には、印鑑登録証をお持ちくださ

い。 

代理人が請求する場合は印鑑登録証を預かり、 

申請書に正確な情報を書いていただきます。 

なお、宇治市では印鑑登録された本人が申請する

場合に限り、マイナンバーカードでも印鑑登録証明

書を取得できます。（４桁の暗証番号が必要） 

※亡くなられた方の印鑑登録は廃止になっている 

ため、証明書は発行できません。 

☑ マイナンバーカード や 運転免許証、パスポートなどの 

本人確認書類をお持ちください。 

〒 

宇治市の住民票・印鑑登録証明書はコンビニ交付を利用できます。 
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戸籍謄本等の広域交付 
 

以下の条件を満たす場合、本籍地以外のお近くの市区町村の窓口でも戸籍証明

書・除籍証明書を請求できる広域交付が利用できます。 

 

○請求できる証明書と手数料 

証 明 書 手 数 料 

戸籍全部事項証明書 450 円 

除籍全部事項証明書 

除籍謄本 

改製原戸籍謄本 

750 円 

※個人事項証明書、戸籍の附票、一部事項証明書、コンピューター化されていない

戸籍等は請求できません。 

 

○請求できる人 

その戸籍に載っている人 

その人の配偶者と直系尊属（父・母・祖父母など）、直系卑属（子・孫など） 

※代理人や第三者による請求はできません。 

 

○請求できる場所 

宇治市役所市民課、または行政サービスコーナーの窓口 

※郵便、オンラインによる請求はできません。 

 

○必要書類 

窓口に来庁する方の官公庁発行の顔写真付きの本人確認書類 

（運転免許証やマイナンバーカードなど） 

※官公庁発行の顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない方は請求できません。 
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市 内 市 外

 大人（１２歳以上） １　体 １２，０００円 ９０，０００円

 小人（１２歳未満） １　体 ８，０００円 ６０，０００円

 妊娠４月以上の死産児 １　体 ６，０００円 ４５，０００円

 妊娠４月未満の死産児 １　体 ３，６００円 ２７，０００円

４キログラムまで ３，６００円 ２７，０００円

４キログラムを超え１キログラムごとに ８００円 ６，０００円

午後４時から翌日の午後４時まで ５２，０００円 １８６，０００円

午前０時から午後４時まで ２６，０００円 ９３，０００円

午後４時から翌日の午後４時まで ２６，０００円 ９３，０００円

午前０時から午後４時まで １３，０００円 ４６，５００円

午後４時から翌日の午後４時まで ３，６００円 １２，９００円

１室　２時間 ２，４００円 ８，６００円

３ 肢体の一部及び胎盤が４キログラムを超える場合で1キログラム未満の端数があるときは、その端数を1キロ
   グラムとみなします。

死亡届に関するご案内

○住民登録地が宇治市以外の方については、住民票に届出の内容が反映されるまでに日数を要します。
○届出の内容が反映された戸籍の作成には、本籍地が宇治市の方については１週間程度、宇治市以外の方に
ついては２～３週間程度の日数を要します。
　
＜市民課の執務時間外に届け出られた場合＞
○警備員室では届書類の受け取りのみを行い、後日に審査を行います。そのため、届出の内容に不備が
   ある場合、訂正のために再度ご来庁いただく必要があります。なお、不備や確認事項がなく受理された
   場合、受理決定した旨の連絡は行っておりません。
○火葬許可証につきましては、ご遺族の便宜を図るため、審査を行う前に交付しております。申請された
   内容のままで発行しておりますので、実際の内容と異なることがありますが、予めご了承ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜問い合わせ先＞宇治市役所 市民課
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話：０７７４－２２－３１４１（代表）

第２葬祭場 及び 第３葬祭場
（ 第１葬祭場を２分の１ずつに区画したもの ）

安　置　室

待　合　室

区　　　分 単　　　位

宇治市斎場のご案内

(備考)
１ 「市内」とは、次の場合をいいます。
   ・亡くなられた方が死亡時に宇治市の住民基本台帳に記録されている場合
   ・死産児については、死産時にその父又は母が宇治市の住民基本台帳に記録されている場合
   ・肢体の一部及び胎盤については使用者が使用の許可の際に宇治市の住民基本台帳に記録されている場合

２ 「市外」とは、1に定める以外の場合をいいます。

宇治市斎場の使用料は次のとおりです。

使 用 料

火　葬　場

 肢体の一部及び胎盤

第１葬祭場

＜問い合わせ先＞宇治市斎場

電話：０７７４－３９－９２０３
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委  任  状 
 

代理人  住  所                            

                                       

       氏  名                     

       生年月日         年    月    日  

 

私は上記の者を代理人と定め、以下の権限を委任します。 

 

宇治市長あて 

   年   月   日 

 

委任者  住  所                            

                                       

       氏  名                    ㊞ 

       生年月日          年    月    日  

 

※委任者の欄は、自署又は記名、押印してください。 

※該当するものに□および   、または（ ）内に委任する申請・届出等の内容を記入してください。 

□ （        ）の〔 住民票の写し・住民票記載事項証明書 〕の交付請求 

□ （        ）の 住民票除票の交付請求 

□ （        ）の 戸(除)籍謄(抄)本の交付請求 

□ （        ）の 戸籍の附票（附票の廃棄証明書）の交付請求 

□ 後見等の証明書 の 交付請求 

□ 〔婚姻・出生・離婚・(        )〕届 の 受理証明書の交付請求 

□ 印鑑登録申請 

□ 
住民登録の異動届 

〔 転出・転居・転入・世帯主変更・世帯合併・世帯分離・(       )〕届 

□ （                 ） 

（自署） 

大正・昭和 

平成・西暦 

大正・昭和 

平成・西暦 

レ 
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委  任  状 
 

代理人  住  所                            

                                       

       氏  名                       

       生年月日          年    月    日  

 

私は上記の者を代理人と定め、以下の権限を委任します。 

 

宇治市長あて 

  年   月   日 

 

委任者  住  所                            

                                       

       氏  名                    ㊞ 

       生年月日          年    月    日  

 

※委任者の欄は、自署又は記名、押印してください。 

※該当するものに□および   、または（ ）内に委任する申請・届出等の内容を記入してください。 

□ （        ）の〔 住民票の写し・住民票記載事項証明書 〕の交付請求 

□ （        ）の 住民票除票の交付請求 

□ （        ）の 戸(除)籍謄(抄)本の交付請求 

□ （        ）の 戸籍の附票（附票の廃棄証明書）の交付請求 

□ 後見等の証明書 の 交付請求 

□ 〔婚姻・出生・離婚・(        )〕届 の 受理証明書の交付請求 

□ 印鑑登録申請 

□ 
住民登録の異動届 

〔 転出・転居・転入・世帯主変更・世帯合併・世帯分離・(       )〕届 

□ （                 ） 

（自署） 

大正・昭和 

平成・西暦 

レ 

宇治マンション４０５号 

宇治 花子 

大正・昭和 

平成・西暦 

１５   ５  ５ 

宇治市宇治琵琶３３番地 

レ 宇治 花子 

レ 宇治 二郎 

レ 宇治 花子 

レ 

２０２４   ３  １７ 

京都団地２棟３０３号 

都 京太郎 

４０   ４  １０ 

京都市伏見区鷹匠町３９番地の２ 

宇
治 

記入例 
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参考      三親等内の親族図 

 

 

 
 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

※本人欄が今回亡くなられた方になります。 

太枠で囲っている方が直系の親族になります。 

 続柄の数字は、一親等から三親等までの血族（○1 ～○3 ）と姻族（□1 ～□3 ）になります。 

本人 

曾祖父母 

父母 

祖父母 

配偶者 兄弟・姉妹 

甥・姪 子 

孫 

曾孫 曾孫 

配偶者 

孫 

子 

配偶者 

曾祖父母 

祖父母 

父母 

配偶者 甥・姪 

配偶者 

おじ・おば おじ・おば 

兄弟・姉妹 

配偶者 

配偶者 

□3  

□3  □1  

□2  

□3  

□3  

□2  

□2  

□1  

○1

○2  

 

○3  

○2  

○1

○2  

○2  

○3  

○3  

○2  

□1  

□2  

□3  

○3  

□3  

□2  

□3  
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